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犬と猫の扱い方の違い

地域猫のすすめ 犬は狂犬病予防法等で登録する､つなぐ義務がある。
しかし､猫にはない。

ﾉﾗ猫と上手につきあう方法

横浜市神奈川福祉保健センター

黒澤泰

31

今地域にいる､飼い主のいない猫の始まりは？

簔雲篝篝に職、：猫の飼議t:』=篝篝蕊鳶灘｜
捨てる､引っ越し等で置き去る手術なしで出入り自由な飼育
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被害者が怒りをぶつける先は？猫？エサ与える入？ではない

乳､、ミー‘

猫が増える原因を作った飼育者が一番問題なのです。』蕊.：
』一■~一一＝里田一寺一一一
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エサをやる行為を止めたら被害
はなくなるの？

住宅密集地における犬猫の適正飼養がｲドﾗｲﾝ
（環境省平成22年2月）

恥
■

地域猫と|ま

地域の理解と協力を得て､地域住民の認知と
合意が得られている､特定の飼い主のいない

猫｡ 、…
』L・、“

･その地域にあった方法で飼育管理者を明確にし､飼育する
対象の猫を把握するとともに､フードやふん尿の管理､不妊
去勢手術の徹底､周辺美化など地域のルールに基づいて
適切に飼育管理し､これ以上数を増やさず､一代限りの生
を全うさせる猫を指します。

～一｡､ﾜｰ｡～~｡－－:ーｰ一.~-~一一~－，=-牙．．‐‐言二言ー-~---一一

逆にしっカツエサを与えてもらい管雲してもらう！I I
l■■■■■■

75

飼い主のいない猫のトラブル解決

の考え方(行政）

閑吟|排塵鰄I嘩

恥 ‐可
地域猫活動

地域住民と飼い主のいない猫との共生をめざし､不妊去

勢手術を行ったり､新しい飼い主を探して飼い猫にしてい
くことで､将来的に飼い主のいなし端をなくしていくことを
目的としています｡
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い猫I
排除で解決 共存で解決

■ 』
。ただし､実際に数を減らしていくためには､複数年の時間を必要とします
ので､当面は､これ以上猫を増やさない､餌やりによる迷惑を防止するな
どを目的としています。

平成1o年横浜市磯子区で『猫の飼育万ｲドﾗｲﾝ｣を作成し､ノラ猫と地域の
共存で解決を図る『地域猫』を定義づけて実行する。

ｒ
Ｌ

、
ゞ
４

平成18年環境省からr動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進する
ための基本的な指針｣が告示され､各都県で指針の作成を検討する。 地域猫活動は､｢猫｣の問題ではなく｢地域の環境問題｣と

してとらえ､地域計画として考えていく必要があります。
平成22年環境省から｢住宅密集地における犬猫の適正飼養がｲドﾗｲﾝ』が発

行された。
･地域猫は野良猫とは異なります｡地域住民は猫による被害の現状を十
分認識し､野良猫を排除するのではなく､地域住民力朔育管理すること
で､野良猫によるトラブルをなくすための試みであることを理解しなけれ
ばなりません。

平成25年環境省告示｢家庭動物等の飼養及び保管に関する基準』9月1日施行
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真の地域猫とは家庭動物等の飼養及び保管に関する基準

ﾉﾗ猫をエサの管理､不妊去勢手術の徹底､フンの清掃､周辺美化
など､地域のルールに基づいて適切に飼育管理し､ノラ猫の数を今
以上に増やさないで－世代の生を全うさせることで周辺住民の翻知
が得られた猫のこと｡(横浜市磯子区の定義）

環境省告示第82号平成25年9月1日施行

§
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勝手な解釈の｢地域猫」

言葉だけが独り歩き
地域猫活動の役割
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横浜市の猫引き取り数推移地域猫活動をスムーズに実現するために 14000
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フンが無ければ良いのか

子猫が生まれなければ良いのか

庭に入らなければ良いのか

猫のために､もう少し努力を1
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地域猫活動で得られる成果 地域猫活動の課題
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人間関係の融和
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地域猫

猫にとって共存できる地
域は､入にとっても住みや
すい豊がな地域なのです。

I I猫を通じて､地域の人間闘系が円滑になる！
ー▼一一ー

22

今からやるべきこと！
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地域猫活動の責任の所在は？
飼い主のいない猫には､所有者､占有者がいない。

4－－，F1－－時一F＝→…一…一●－■－－－ママ軒一両壺軍詞ヨーーー竜で■､一pF司醗

占有者とは､本人が占有の意思を表明しない限り占有者として特定され

地域猫活動は､平成24年の動愛法改正で､第'条目的に｢人と動
物の共生する社会の実現を図ること｣が追加され認められた。
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